
平 成 30 年
３月23日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
三

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
団
体
指
導
室
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
審

査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
森
林
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告
示
の
一
部

改
正
（
監
理
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の
委

託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
審

査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

八
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

土
地
改
良
区
の
解
散
の
命
令
（
農
村
整
備
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
漁
管
委
告
示

漁
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
の
１
の
表
中
「

」
を

農
村
生
活
演
習

社
会
活
動
演
習

4020

「

」
に
、

社
会
活
動
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
演
習

40

「

」
を

情
報

処
理

「

」
に
、

情
報
処
理
演
習

「

」
を

国
際
交
流
概
論

郷
土

風
土

学

1515

「

」
に
、
「
155」
を
「
120」
に
、

国
際
交
流
・
地
域
交
流
概

論

15

「

」
を

農
業
政
策
概
論

15

「

」
に
、

農
業
政
策
概
論

30

「

」
を

農
業

機
械

80

「

」
に
、

農
業
機
械
演
習

100

「

」
を

病
害
虫
防
除
概
論

「

」
に
、

Ｇ
Ａ

Ｐ
概

論
「

」
を

自
主

研
究

「

」
に
、
「
335」
を
「
370」
に
改

選
択

演
習

め
、
別
表
第
二
の
⚒
の
⑴
の
表
中
「

」
を

植
物

育
種

30

「

」
に
、

病
害
虫
防
除
概
論

植
物

育
種

1530

一
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「

」
を

栽
培

各
論

農
産
物
加
工
演
習

6020

「

」
に
、

栽
培

各
論

60

「

」
を

流
通
販
売
実
習

校
外

実
習

12060

「

」
に
、

流
通
販
売
実
習

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習

8020

「

」
を

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

習
・
卒
業
論
文

720

「

」
に
、
「
410」
を
「
505」
に
、
「
1,800」

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

習
・
卒
業
論
文

農
家
体
験
研
修

72030

を
「
1,650」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
⚒
の
⑵
の
表
中
「

」
を

15

270

「

」
に
、

215

「

」
を

畜
産
物
加
工
演
習

畜
産
機
械
施
設
2015

「

」
に
、

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習

20

「

」
を

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

習
・
卒
業
論
文

720

「

」
に
、
「
320」
を
「
505」
に
、
「
1,890」

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

習
・
卒
業
論
文

農
家
体
験
研
修

72030

を
「
1,650」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

」
を

写
真
は
り

付
け
欄

「

」
に
、

写
真
貼

付
け
欄

二
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「

」
を

志
望
す
る
専
攻
第
１
志
望

専
攻

第
２
志
望

専
攻

「

」
に
改
め
、

志
望
す
る
専
攻

第
１
志
望

専
攻

第
２
志
望

専
攻

第
３
志
望

専
攻

同
様
式
の
注
⚒
中
「7.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「⚔

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
、
「5.0セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル

」
を
「⚓

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入

学
す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
五
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
三
号

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
規
則
第
七
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
四
号

山
口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
規
則
第
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

二
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づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十

二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
光
市
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

新
日
鐵
住
金
ス
テ
ン
レ
ス
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

新
日
鐵
住
金
ス
テ
ン
レ
ス
株
式
会
社
製
造
本
部
光
製
造
所

所
在
地

光
市
大
字
島
田
三
四
三
四
番
地

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
四
号
の
特

定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

㈠

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

項
目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

七
四

変
更
前

七
・
四

五

～

八
・
五

七

二
〇

一
〇
・
六

三
〇

二
〇

六
〇

〇
・
三

八

一
〇
、
一
一
五

一
三
、
六
七
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

変
更
前

七
・
六

五

～

九

一
一
・
六

一
四
・
九

一
四

三
六

五

二
〇

〃

〇
・
六

六
、
五
八
二

九
、
五
八
九

変
更
後

七
・
五

〃

一
一
・
二

一
五
・
七

一
六
・
一

三
八
・
九

二
〇

四
九

〇
・
四

〇
・
七

二
四
、
六
八
二

三
四
、
二
三
八

備
考

「
七
四
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設
を
い
う
。

四
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㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

共
同
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

七
・
四

五

～

八
・
五

七

二
〇

一
〇
・
六

三
〇

四
・
五

二
〇

六
〇

〇
・
三

八

一
〇
、
一
一
五

一
三
、
六
七
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

処
理
後

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

オ
イ
ル
セ
パ
レ
ー

タ
ー
・
中
和
施
設

処
理
前

変
更
前

〃

五

～

九

一
四
・
五

〃

二
二
・
五

四
〇

〃

六
〇

一
〇
一

〇
・
四

〇
・
八

一
〇
、
〇
三
一

一
一
、
四
四
一

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
六
、
三
九
一

三
〇
、
一
〇
四

処
理
後

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇
、
〇
三
一

一
一
、
四
四
一

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
六
、
三
九
一

三
〇
、
一
〇
四

〃

処
理
前

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六
、
三
六
〇

一
八
、
六
六
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

処
理
後

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六
、
三
六
〇

一
八
、
六
六
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

〃

処
理
前

変
更
前

七
・
五

五

～

八
・
五

一
一

一
六

一
六
・
九

〃

三
・
八

二
五

六
〇

〃

〇
・
七

一
八
、
一
〇
〇

二
四
、
六
四
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

処
理
後

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
八
、
一
〇
〇

二
四
、
六
四
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

処
理
前

変
更
前

七
・
六

五

～

九

一
一
・
六

一
四
・
九

一
四

三
六

四
・
四

五

二
〇

〇
・
三

〇
・
六

六
、
五
八
二

九
、
五
八
九

五
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共
同
処
理
施
設

変
更
後

七
・
五

〃

一
一
・
二

一
五
・
七

一
六
・
一

三
八
・
九

四

二
〇

四
九

〇
・
四

〇
・
七

二
四
、
六
八
二

三
四
、
二
三
八

処
理
後

変
更
前

七
・
六

〃

一
一
・
六

一
四
・
九

一
四

三
六

四
・
四

五

二
〇

〇
・
三

〇
・
六

六
、
五
八
二

九
、
五
八
九

変
更
後

七
・
五

〃

一
一
・
二

一
五
・
七

一
六
・
一

三
八
・
九

四

二
〇

四
九

〇
・
四

〇
・
七

二
四
、
六
八
二

三
四
、
二
三
八

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七
・
四

五

～

八
・
五

七

二
〇

一
〇
・
六

三
〇

四
・
五

二
〇

六
〇

〇
・
三

八

一
〇
、
一
一
五

一
四
、
六
三
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
三
、
六
七
二

No．2

排

水

口

変
更
前

〃

五
～

九

一
四
・
五

〃

二
二
・
五

四
〇

〃

六
〇

一
〇
一

〇
・
四

〇
・
八

一
〇
、
〇
三
一

一
二
、
二
五
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
六
、
三
九
一

三
〇
、
一
〇
四

No．3

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六
、
三
六
〇

一
九
、
九
八
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

No．4

排

水

口

変
更
前

七
・
五

五

～

八
・
五

一
一

一
六

一
六
・
九

〃

三
・
八

二
五

六
〇

〃

〇
・
七

一
八
、
一
〇
〇

二
五
、
四
四
一

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇

〇

No．5

排

水

口

変
更
前

〃

五

～

九

一
一
・
六

一
四
・
九

一
四

三
六

四
・
四

五

二
〇

〇
・
三

〇
・
六

六
、
五
八
二

九
、
八
九
七

変
更
後

〃

〃

一
一
・
二

一
五
・
七

一
六
･一

三
八
･九

四

二
〇

四
九

〇
・
四

〇
・
七

二
四
、
六
八
二

三
四
、
二
三
八

No．7

排

水

口

変
更
前

八
・
二

七

～

八
・
五

二

三

四

九
検
出
せ
ず

二

四

〇
・
二

〇
・
四

一
七
五
、
二
〇
〇

一
七
五
、
二
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．8

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

一
七
六
、
八
八
〇

一
七
八
、
五
六
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

六
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No．9

排

水

口

変
更
前

八

五

～

九

一
〇

二
〇

四
〇

四
〇

五

五

一
〇

一

二

〇

四
三
〇
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．10

排

水

口

変
更
前

六
・
二

五
・
五

～

八
・
五

二

五

一

五

〇
・
五

三

〃

〇
・
二

〇
・
四

二
二
〇

二
二
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

大
井
湊
区
域

小
型
定
置
網
漁
業
及
び
主
と
し
て
は
え
縄
を
使
用
し
て
ふ
ぐ
又

は
あ
ま
だ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

山
口
県
告
示
第
百
五
号

県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格

審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
の
㈣
の
⚒
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
口
県
告
示
第
百
六
号

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告
示
（
平

成
二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
四
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
の
㈤
の
⚒
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
口
県
告
示
第
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

豊
浦
菊
川
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

七
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下
関
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
谷
田
ケ
浴
六

〇
八
地
先
か
ら

同
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
外
無
田
八
〇
の

一
地
先
ま
で

及
び
下
関
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
稲
荷
一
五
六

の
二
地
先
か
ら

同
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
外
無
田
八
〇
の

一
地
先
ま
で

旧

最
狭

三
・
五

最
広

七
二
・
六
二
、
〇
四
五
・
一

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
狭

八
・
二

最
広

七
二
・
六
一
、
六
三
一
・
二

下
関
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
稲
荷
一
五
六

の
二
地
先
か
ら

同
市
豊
浦
町
大
字
小
串
字
外
無
田
八
〇
の

一
地
先
ま
で

新

最
狭

八
・
二

最
広

七
二
・
六
一
、
六
三
一
・
二
起
点
の
変
更
に
よ

る
。

山
口
県
告
示
第
百
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
柳
井
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

柳
井
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
柳
井
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

柳
井
市
片
野
西
、
山
根
、
姫
田
、
東
土
手
、
新
天
地
、
天
神
、
土
手
町
、
新
市
北
、
新
市
、
新
市

南
、
新
市
沖
、
北
浜
、
南
浜
一
丁
目
、
南
浜
二
丁
目
、
南
浜
三
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中
央
二
丁

目
、
中
央
三
丁
目
、
駅
南
、
南
町
一
丁
目
、
南
町
二
丁
目
、
南
町
三
丁
目
、
南
町
四
丁
目
、
南
町
五

丁
目
、
南
町
六
丁
目
、
南
町
七
丁
目
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
南
町
、
柳
井
、
柳
井
津
、
古
開
作
及
び
新
庄

山
口
県
告
示
第
百
九
号

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の

委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格

審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
㈣
の
⚒
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公

告

（
五
一
）
土
地
改
良
区
の
解
散
の
命
令

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
区
の
解
散
を
次
の
と
お
り
命
じ
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

命
令
年
月
日

熊
毛
郡
平
生
町
平
生
土
地
改
良
区

平
成
三
〇
、

三
、
一
二

漁
場
管
理
委
員
会

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

井

治

己

一

指
示
の
内
容

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
水
域
に
お
い
て
は
、
こ

い
（
ま
ご
い
及
び
に
し
き
ご
い
を
い
う
。
）
を
当
該
水
域
の
外
に
持
ち
出
し
、
か
つ
、
他
の
水
域
に

放
流
し
、
又
は
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

下
松
市
の
区
域
内
の
水
域
の
う
ち
、
平
田
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
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成
す
水
面

㈡

防
府
市
大
字
西
浦
字
沖
本
土
手
附
二
七
九
八
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体

を
成
す
水
面

㈢

佐
波
川
水
系
に
係
る
河
川
（
佐
波
川
ダ
ム
堰え

ん

堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
島
地
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら

上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈣

防
府
市
大
字
佐
野
字
開
作
一
七
八
五
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す

水
面

㈤

河
内
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈥

南
若
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈦

椹
野
川
水
系
に
係
る
河
川
（
一
の
坂
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
荒
谷
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上

流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈧

井
関
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈨

厚
東
川
水
系
に
係
る
河
川
（
厚
東
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
宇
部
丸
山
ダ
ム
堰
堤
か

ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈩

粟
野
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➘

掛
淵
川
水
系
に
係
る
河
川
（
畑
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
狩
音
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区

間
、
有
宗
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
大
坊
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
阿
惣
ダ
ム
堰
堤

か
ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➙

阿
武
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

二

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九
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平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


